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マンション評価改正の具体案公表 

 

当コラムで少し前にご紹介したことですが、マンションの相続税評価方法を変更する動

きが、国税庁で本格化しています。国税当局は、タワーマンションの相続税評価額が市場価

格の 3 分の 1 にも満たないケースが多いことで、税の公平が保たれないこと、とりわけ富

裕層に有利にはたらくことを問題視しており、今年に入って有識者会議を重ねてきました。 

その第 3 回目の会議が 6 月 22 日に開催され、6 月 30 日付で報道発表資料として公表さ

れています（ネットでも閲覧することができます）。そこでは、マンションの評価方法が詳

細に記載されており、当局の厳しい姿勢が伝わってきます。 

タワーマンション節税をターゲットにしていたはずの改正が、区分所有の居住用マンシ

ョン全般の評価に影響を及ぼしうる内容ですので、今回詳しくご説明します。 

 

 

さて 6 月 30 日公表の資料は、決定した内容ではなく、パブリックコメントを経て、通達

に落とし込むなどの作業のなかで、調整されることが予想されます。なお、実際に評価の改

正が行われるのは、令和 6 年 1 月 1 日の相続・贈与からを予定しているようですが、この

日程も変更される可能性があります。 

正直な感想を申し上げると、私はこの公表資料を一読して驚き、二読してあきれました。

半ば開き直りとも見える分かりにくさには、租税 3 原則のひとつ「簡潔さ」からほど遠いも

のがあります。 

今後、議論のたたき台になる評価方法は、以下のとおりです。なおあまりにも繁雑な計算

式なので、「評価乖離率」のあたりは読み飛ばしていただいて結構です。 

 

現行評価額が時価（現行評価×評価乖離率）の 60％未満のとき、次の評価額となります。 

 

  

そして「評価乖離率」は以下のようにして求めます。 

①×△ 0.033＋②×0.239＋③×0.018＋④×△ 1.195＋ 3.220  

  

①マンション一室に係る建物の築年数  

②マンション一室に係る建物の「総階数指数」として、「総階数÷33（ 1.0

を「超える場合は 1.0）」  

③マンション一室の所在階  

④マンション一室の「敷地持分狭小度」として、「マンション一室に係る

敷地利用権の面積÷マンション一室に係る専有面積」により計算した値  

■ 評価方法（案）の具体的な内容 

評価額 ＝ 現行の相続税評価額 × 評価乖離率 × 0.6 
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 具体例を挙げて計算すると、以下のようになります。 

 

 

 

 

評価乖離率＝ 10 年×△ 0.033＋ 0.909090（ 30 階 /33）×0.239＋ 25 階×0.018

＋（ 5,000 ㎡×1/100） /50 ㎡×△ 1.195+3.220＝ 2.362････ 

マンションの評価額＝5,000 万円×2.362（評価乖離率）×0.6＝7,086 万円  

 

マンションの市場価格を構成する 4 つの指数（築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小

度）が、どの程度価格に影響を及ぼすかの統計値をいくつも当てはめて算出した結果が、こ

の恐ろしく複雑な、小数点を含む数式になったのだと思います。 

なおこの算式は全てのマンションに適用されるのではなく、2 階以下の低層集合住宅や二

世帯住宅、事業用テナント物件、1 棟所有マンションなどは対象外とされる見込みです。 

さて、マンションの市場価格は需要と供給のバランスの上に成り立っていて、常に動いて

います。そのうえマンション所在地の路線価は毎年変わり、固定資産税評価額は 3 年ごと

に変わります。先の計算式を見て疑問に思うことは、いま現在の統計値でこの数式が適正で

あるとしても、数年後には時価を適切には表さないだろうということです。 

そこで専門家会議の資料では、「固定資産税の評価の見直し時期に併せて…取引事例の取

引価格に基づいて見直すものとする」との文言を加えています。つまり、マンションの相続

税評価方法は 3 年ごとに変わるので、とても将来が読みづらいということになります。 

 

 

先述したように、この評価方法で決定という訳ではないのですが、方向性の大きなブレは

ないのではと考えられます。来年 1 月 1 日からの適用であるとするならば、大きく評価が

上がってしまう前の今年中に、相続時精算課税制度などを使った生前贈与も、検討しておい

た方がよいでしょう。 

 生前贈与をすることで問題なのは、居住用に使っている物件の小規模宅地の特例が使え

なくなってしまうことです。しかし厄介なことに上記の計算方法は、土地と建物を一体で評

価する方法をとっているために、生前贈与をしない場合の小規模宅地の特例の計算方法が

分からず、現状では損得比較もできない状態です。ともあれ、年末までに急いで情報収集と、

財産評価の試算をする必要があります。             （所長 瀬戸 英晴） 

現行の相続税評価額： 5,000 万円（土地＋建物）  

①マンションの築年数： 10 年  

②マンションの総階数： 30 階  

③マンションの所在階： 25 階  

④マンションの敷地面積： 5,000 ㎡  

 マンション一室の敷地権割合： 1/100 

 マンション一室の専有面積： 50 ㎡  

■ これからの対応策 


